
都
市
計
画
課 
☎
66
◆

1
1
4
1

蒲
郡
駅
前
公
共
駐
車
場
の
使

用
料
と
利
用
時
間
の
変
更

10
月
1
日
か
ら
蒲
郡
駅
前
公
共

駐
車
場
の
使
用
料
と
利
用
時
間
を

変
更
し
ま
し
た
。
ま
た
、
共
通
回

数
券
を
販
売
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ　
蒲
郡
北
駅
前
公
共
駐
車

場
、
蒲
郡
南
駅
前
広
場
公
共
駐

車
場

使
用
料　
入
場
後
30
分
ま
で
無
料
、

以
後
30
分
ご
と
に
100
円
。
24
時

間
ま
で
の
上
限
金
額
千
円
。

利
用
時
間　
終
日
、
入
退
場
可
。

共
通
回
数
券（
100
円
券
）

　

11
枚
セ
ッ
ト　

千
円

　

60
枚
セ
ッ
ト　

5
千
円

販
売
所　
ナ
ビ
テ
ラ
ス（
蒲
郡
駅

北
口
）、
都
市
計
画
課

都
市
計
画
課 

☎
66
◆

1
1
4
1

放
置
自
転
車
を
撤
去
し
ま
す

11
月
は「
放
置
自
転
車
ク
リ
ー

ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」月
で
す
。

こ
の
期
間
中
、
市
で
は
駅
周
辺

お
よ
び
公
共
駐
輪
場
に
放
置
し
て

あ
る
自
転
車
の
撤
去
を
行
い
ま
す
。

自
転
車
を
長
期
間
放
置
さ
れ
て

い
る
方
は
、
速
や
か
に
お
持
ち
帰

り
く
だ
さ
い
。

と
　
き　
11
月
中

と
こ
ろ　
市
内
16
カ
所
の
公
共
駐

輪
場

整
理
方
法　
公
共
駐
輪
場
に
置
か

れ
て
い
る
自
転
車
に
調
査
札
を

取
り
付
け
ま
す
。
そ
の
後
、
2

週
間
経
過
し
て
も
札
が
付
い
て

い
る
自
転
車
を
保
管
場
所
へ
移

動
し
ま
す
。

移
動
後
の
処
置　
撤
去
・
保
管
し

た
自
転
車
に
つ
い
て
、
車
体
の

記
名
や
防
犯
登
録
な
ど
か
ら
所

有
者
が
判
明
し
た
場
合
は
引
き

取
り
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
そ

の
後
6
カ
月
間
保
管
し
、
引
き

取
り
の
な
い
場
合
処
分
し
ま
す
。

※
盗
難
自
転
車
が
発
見
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、「
自
転
車

防
犯
登
録
」を
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
課 

☎
66
◆

1
1
1
0

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
、
職
場
な
ど
に
お
け
る
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
と
い
っ
た
女
性
を

め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談

内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す

の
で
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

と
　
き　
11
月
18
日
㈪
～
24
日
㈰

○
平
日　

午
前
8
時
30
分
～
午
後

7
時

○
土
・
日
曜
日　

午
前
10
時
～
午

後
5
時

相
談
専
用
電
話

　

☎
０
５
７
０
◆

070
◆

810

相
談
担
当
者　
人
権
擁
護
委
員

問
合
先　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁

護
部　

☎
052
◆

952
◆

８
１
１
１

（
内
線
1
4
5
0
）

市
民
課 

☎
66
◆

1
1
1
0

住
居
表
示
地
区
に
建
物

を
新
築
さ
れ
た
方
へ

次
の
地
区
に
建
物
を
新
築
し
た

場
合
は
、
引
越
し
の
前
に
住
居
表

示
の
申
請
が
必
要
で
す
。

住
居
表
示
地
区

　

新
井
町
・
八
百
富
町
・
神
明
町
・

本
町
・
上
本
町
・
中
央
本
町
・

元
町
・
宝
町
・
御
幸
町
・
宮
成
町
・

緑
町
・
旭
町
・
丸
山
町
・
竹
島
町
・

松
原
町
・
港
町
・
栄
町

申
請
方
法　
建
築
確
認
申
請
に
使

用
し
た
書
類（
1
階
平
面
図
と

建
物
配
置
図
）を
市
民
課
へ
。

そ
の
他　
申
請
し
た
日
か
ら
、
5

日
前
後
で
住
所
が
確
定
し
ま
す
。

上
棟
後
か
ら
申
請
可
能
で
す
の

で
、
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

児
童
課 

☎
66
◆

1
1
0
8

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間
」

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止
推
進

月
間
」で
、
社
会
全
体
で
子
ど
も

を
守
る
啓
発
運
動
が
全
国
で
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
人
々
の
見
守
り

と
支
援
が
児
童
虐
待
防
止
の
力
と

な
り
ま
す
。

気
に
な
る
子
ど
も
が
い
た
ら
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

①
不
自
然
な
傷
や
あ
ざ
が
あ
る

②
衣
服
や
体
が
い
つ
も
不
潔
で
あ

る
③
表
情
が
乏
し
く
笑
顔
が
少
な
い

連
絡
先　
家
庭
児
童
相
談
室

　

☎
66
◆

1
2
1
3

　

県
児
童
相
談
所

　

☎
0
5
3
2
◆

54
◆

6
4
6
5

※
連
絡
者
や
内
容
に
関
す
る
秘
密

は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

福
祉
課 

☎
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

特
別
障
害
者
・
障
害
児
福
祉
・

経
過
的
福
祉
手
当
の
8
月
～
10
月

分
を
11
月
8
日
㈮
以
降
に
、
受
給

者
指
定
の
金
融
機
関
に
振
り
込
み

ま
す
。
確
認
し
て
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

福
祉
課 

☎
66
◆

1
1
0
6

特
別
障
害
者
手
当
等
受
給

資
格
者
の
皆
さ
ま
へ

10
月
か
ら
各
手
当
額
が
次
の
と

お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

下
水
道
課 

☎
66
◆

1
1
3
8

公
共
下
水
道
事
業
の
計
画

変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

蒲
郡
市
公
共
下
水
道
お
よ
び
豊

川
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
の

計
画
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

と
　
き　
11
月
5
日
㈫
～
19
日
㈫

と
こ
ろ　
下
水
道
課（
本
館
2
階
）

※
縦
覧
期
間
中
、
市
民
の
皆
さ
ん

お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、

縦
覧
内
容
に
対
し
て
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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蒲郡市のホームページアドレス　http://www.city.gamagori.lg.jp/ Eメールアドレス　info@city.gamagori.lg.jp

区　分 9月分まで 10月分から

特別障害者手当 26,260円 26,080円

障害児福祉手当 14,280円 14,180円

経過的福祉手当 14,280円 14,180円

※県加算額は変わりません。


